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インバウンド客（訪日外国人）の増加が加速している。2014 年は前年比 27％で増加しており、

年間 1,300 万人を突破する勢いである。これは、ビザ緩和や LCC 就航などで海外旅行がより身近な

ものになってきたことと、アベノミクスによる円安効果が大きく影響していると考えられる。イン

バウンド客拡大の中で、圧倒的な存在感を示しているのが中国人観光客である。中国人の出国者数

は年率 2 桁以上の増加を続け、近い将来、1 億人の大台を突破する見込みである。一時期よりは経

済成長率に鈍化の兆しが見えつつあるが、それでも GDP 成長率は 7％台という高水準にあり、所得

水準の増加につれて、今後も中国人の出国者数の増加は確実なものと考えられよう。 

インバウンド客の中で、旅行中の消費額が突出して大きいのも中国人観光客である。観光庁の調

査によると、中国人観光客の日本での支出額は 1 人当たり約 20 万円という数字がある。この数字

そのものも大きいが、これは単に平均値に過ぎないため注意が必要である。成田国際空港の免税店

で箱ごと買い物をし、キャリーカートを満載にしたうえ、両手にも土産品を抱えた中国人観光客を

見かけることがある。このような観光客が、数十万円程度の買い物で済んでいるとは考えられず、

おそらく 100 万円以上の高額消費者が相当数いるのではないかと推測している。現在、中国人観光

客の日本での消費支出額は 3,000 億円程度であるが、観光客数の増加や所得水準の上昇により、今

後 10 年で 1 兆円市場へ拡大することも夢ではないと考えている。 

中国人観光客の消費市場は、地域経済にとっては大きな波及効果が期待できるマーケットである。

例えば、クルーズ船の中国人観光客の団体ツアーに、地元商店街での観光や買い物を組み込んでも

らおうと、中国の旅行代理店にまでプロモーションにいった事業者がある。この商店街はツアー誘

致に成功し、大型バスの駐車場の準備や郷土芸能のイベント、中国人向けの観光案内所の設置など

を行い、中国人観光客の受け入れ準備を整えていった。中国人観光客のなかには、旅行前から日本

で購入したい商品をリストアップし、その商品を探して商店街の店舗をめぐり、集合時間の間際ま

で買い物をした中国人がいたそうである。中国人の Made in Japan への購買欲求の大きさを改めて

感じさせるエピソードである。 
一方で、中国人観光客が日本を旅行している最中に困ったこととして、両替やカード払いなどの

決済に関連すること、免税手続き時の書類作成での待ち時間や混雑、公共交通機関の情報入手や利

用に関することなどを挙げている。これらの課題に対しては、ハード・ソフトの両面での対策を行

うことで、より気持ち良く、満足感高く買い物をしてもらえる環境を整備することが求められると

考える。地域もアイデアや知恵を出し尽くして中国人観光客をもてなし、地域経済への波及効果を

最大化すべく努力する必要がある。 
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１．まちづくりの人材育成の考え方 －タウン

マネージャー育成と人材の裾野の拡大－ 

 

平成 26 年 7 月に「中心市街地の活性化に

関する法律の一部を改正する法律（改正中心

市街地活性化法）」が施行された。主な改正ポ

イントとして特徴的なのは、民間事業者の取

組に対する支援の充実が図られている点であ

る。民間投資を喚起する新たな重点支援制度

として、民間プロジェクト（特定民間中心市

街地経済活力向上事業）の認定による民間事

業者への直接支援のしくみが導入されたこと、

認定を受けた基本計画に対して、道路占用許

可などの特例が創設されたことが挙げられる。

また、支援の内容も中心市街地再興戦略補助

金、民間中心市街地商業活性化事業など、経

済活力の向上を目的とした支援制度の充実が

図られている。 

今後、制度を活用して、中心市街地のまち

づくりを効果的に進める上で、民間事業者の

参画を促進し、事業を創出していくことが重

要となる。 

そのような新しい取組・新しい事業を仕掛

けていくリーダーとして、地域の「タウンマ

ネージャー」に期待が寄せられている。タウ

ンマネージャーは、その役割やスキル要件が

明確に定義されているわけではない。海外で

は、職業の一つとして確立し、地域振興の計

画推進にあたって、専門人材としてタウンマ

ネージャーを新規に雇用することも一般的に

行われている。近年、わが国でも、商店街や

まちづくり会社がタウンマネージャーを公募

する例がみられるようになり、認知も進んで

きている。 

一方で、従来の中心市街地におけるまちづ

くりにおいて、「衰退した駅前地区の再生」、

「シャッター街の再生」などは、行政や商店

街が主体となって取組むイメージが強いため、

市民や消費者に対して、自分たちの街に関わ

る課題として認識してもらうことに苦慮する

例も多いと考えられる。市民をはじめ、多様

な属性の人材・事業者に、まちづくりに関心

を持ってもらい、かつ、担い手となってもら

うことが必要である。特に、まちづくりの周

辺領域の分野に位置する人材・事業者の参画

を想定し、人材の裾野を広げていくことが重

要であると考えられる。 

現在、野村総合研究所が、経済産業省から

の委託されている「まちプロデュース活動支

援事業（人材育成事業）」（以下、「まちプロデ

ュース事業」という）では、まちづくり人材

育成に向けた事業を実施している。まちづく

り人材育成の考え方として、リーダーとして

のタウンマネージャー、担い手（またはフォ

ロワー）としての関心層の双方を育成して、

まちづくり人材全体の充実を図ることを目的

としている。 

 

 

２．まちづくりの担い手の構成イメージ 

 

「まちプロデュース事業」では、人材育成

の観点から、まちづくり人材を次の 3 つのグ

ループ（リーダー人材、専門人材、それぞれ

 
中心市街地のまちづくりの多様な担い手育成に向けた取組 
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の立場・関心に応じて参加する人材）と 5 つ

の階層（タウンプロデューサー、タウンマネ

ージャー、将来有望株、若手、まちづくりに

関心のある人）で捉えている。（図表１）。 

 
図表１ まちづくり人材の階層 

 

 

１）まちづくりのリーダー人材 

まちづくりのビジョンを意識しながら、ま

ちに必要となる取組の優先順位を決め、予算

や人材などの資源を生かして実践していく人

材であり、「タウンマネージャー」としての役

割が期待される。 

まちプロデュース事業では、タウンマネー

ジャーの中で、長年にわたり地域のまちづく

りに携わってきた人、各地域のまちづくり事

例に精通している人を「タウンプロデューサ

ー」に任命し、事業全体の牽引役として位置

づけている。タウンプロデューサーには、専

門性を生かしたまちづくりの実践を行うこと

に加え、国内各地のタウンマネージャーに対

するアドバイザーとしての役割も期待されて

いる。 

２）まちづくり活動の中核を担う専門人材 

まちづくりの具体的な事業実施にあたって、

必要不可欠なのが専門人材である。にぎわい

の創出（イベントの企画・実施や交流拠点づ

くりなど）、事業の創出（空き家・空き店舗を

活用した新規事業者の誘致・支援など）とい

った具体的な取組について、企画や体制づく

り、実施計画の取りまとめなどを行う。現状

では、行政、商工会議所、まちづくり会社の

担当者、あるいは商店街関係者といった属性

の人が、この役割を担っている場合が多い。

しかも、特定のメンバーに業務が集中してい

る例も多くみられる。今後は、タウンマネー

ジャーを目指す人や他分野から新規参入する

人など、多様な属性の人材がそれぞれの専門

性を生かして、まちづくりの中核人材として

参画することが望まれる。 
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まちプロデュース事業では、この層の人材

をタウンプロデューサーとしての活躍が期待

できる「将来有望株」、タウンマネージャーの

候補としての「若手」と位置づけている。 

 

３）多様なまちづくりの取組にそれぞれの立

場・関心に応じて参加する人材 

ボランティア、あるいは事業を通じて、ま

ちづくり活動に参加する人であり、人材育成

の観点からは「まちづくりに関心のある人」

と位置づけている。彼らのまちづくりへの参

加の動機や目的はさまざまであり、関心領域

や活動に費やせる時間に合わせて、多様な関

わり方が可能である。ただし、参加するにあ

たって、主体性を持つことが重要となる。特

に、参加を促す側（イベントなどの主催者側）

には、イベント時の単なる手伝いとして参加

してもらうのではなく、まちづくり活動を通

じて、参加者間のコミュニティを作っていく

こと、参加者が今後のまちづくりの中核人材

となっていくことを意識することが求められ

る。 

また、他分野（例えば、福祉・観光・文化

芸術など）で活躍している人材をまちづくり

活動へ引き込んで、人材の裾野を広げていく

ことも重要である。 

 

 

３．まちプロデュース事業の内容 

 

「まちプロデュース事業」では、中心市街

地活性化に関わるまちづくり人材育成を目的

としており、研修、会議、web サイトでの情

報発信などの事業を実施している。本章では、

平成 26 年度事業の一部を紹介する。また、

研修の募集案内などを掲載する「街元気サイ

ト*１」については、本章３節と４章で詳述す

る。 

１）人材育成研修 

①まちづくり入門講座（対象：まちづくり

に関心のある人） 

入門講座は、まちづくりへの関心層の拡

大を目的として、漠然と関心がある人に訴

求する研修とするため、座学だけでなくま

ちづくりを体験する機会を提供する。 

平成 26 年度は、東京都大田区大森地区、

兵庫県伊丹市で実施した。研修の参加者は、

まちづくり会社のスタッフ、行政や支援機

関の職員、個人事業者（設計事務所）など

多様であった。 

 

②座学研修（対象：将来有望株、若手） 

座学研修は、まちづくりの基礎力強化を

ねらいとして、有識者によるタウンマネー

ジメントに必要な専門知識やノウハウにつ

いて講義を行う。 

まちづくりを実施するためには、さまざ

まなケースに接することが重要であるが、

それとあわせて事業計画の立案手法、まち

づくり関連制度、まちづくり会社の財務会

計などに関する専門的な考え方や理論を習

得する必要がある。ただし、まちづくりに

特化した課題解決法、事業計画の立案や財

務会計などを学ぶ機会は限られているのが

実情である。そこで、まちづくりに係る考

え方や理論の学習機会として、まちづくり

関係者一般を対象として座学研修を実施す

る。 

 

③短期実地研修（対象：将来有望株、若手） 

短期実地研修は、まちづくりに関心を有

する人を対象に、先進的な取組を行うまち

づくりの現場を訪ね、地域の活動を牽引す

るまちづくりのリーダーなどが講師となり

実施する。 

地域別に特定の課題（例えば、会津若松

*1 https://www.machigenki.jp/ 
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市は歴史的資産を活用したまちづくり、札

幌市は自立的なまちづくり会社の運営など）

を設定し、各地で活躍しているまちづくり

のリーダーに、まちづくりのポイントにつ

いて専門的な見地から、考え方や実践のノ

ウハウを学ぶ。また、参加者同士の情報交

換やネットワーク構築を図るねらいもある。 

平成 26 年度は 10 か所程度で短期現地研

修を実施する（平成 26 年 12 月 5 日時点で

5 か所は実施済み）。平成 27 年 1 月以降に

開催を予定している埼玉県越谷市（まち歩

きマップづくり）、愛知県岡崎市（まちゼミ）

は、12 月下旬以降に順次公募する予定であ

る。 

 

④長期実地研修（対象：将来有望株、若手） 

まちづくりの中核人材の育成をねらいと

して、タウンマネージャーやまちづくりの

リーダーになることを目指す中堅や若手の

人を対象に、全国各地の先進的なまちづく

り会社などで実務体験の機会を提供するイ

ンターンシップ研修で、事前研修（座学）、

現地実地研修、事後研修（報告）の 3 つの

パートで構成されている。 

各地で活躍しているタウンプロデューサ

ーと一緒にまちづくりの現場を経験したり、

体感したりすることによって、研修生に実

践的なまちづくりの考え方やまちづくりの

手法を習熟してもらい、まちづくりの中核

人材として活躍することをねらいに実施す

る（平成 26 年度募集は締切済み）。 

平成 26 年度は、青森県青森市、石川県

金沢市、長野県飯田市、滋賀県長浜市、大

分県大分市の 5 か所で開催され、国内各地

より応募があった 16 名の研修生が参加し、

12 月初めには事後研修（報告）を実施した。 

また、一部地域に対しては、研修受け入

れ地域のタウンプロデューサーが講師とな

り、研修生の地域を訪問する形式のフォロ

ーアップ研修を実施する。研修生が地域に

戻ってからの研修成果を関係者と共有し、

課題解決に向けた活動支援を推進するため

の機会提供の支援方策として位置づけてい

る。 

 
図表２ タイプ別・対象者別の人材育成研修の構成 

 

研修タイプ 一般（まちづくり関心層）向け 専門家（特定課題関心層）向け

座学研修

実地研修

フォローアップ研修 対象としない

↓
まちづくり関心層の拡大、人材育成を通じた成功事例の創出

まちづくり入門講座

（一般向け）

実施箇所：2箇所

期間：1泊2日
参加者： 1箇所10名程度

座学研修（専門家向け）

 1回
期間：1泊2日

参加者：40名程度

短期実地研修

（専門家向け）

実施箇所：8箇所程度

期間：1泊2日
参加者： 1箇所10名程度

フォローアップ研修

実施箇所：適宜
期間：1泊2日～2泊3日

長期実地研修

実施箇所：5箇所

研修内容
事前集合研修

（座学研修2泊3日）
現地個別研修

・講師地域（3泊4日）

事後集合研修（1泊2日）

参加者：1箇所2名程度
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２）まちづくりオープン会議 

まちづくりオープン会議は、まちづくりに

関わる人の拡大を目的に、年 2 回程度、シン

ポジウムやセミナーを開催する。対象者は、

まちづくりの担い手として期待される人から、

他の分野の専門実務経験者まで広範囲に設定

している。 

平成 26 年度第１回まちづくりオープン会

議は、11 月 29 日に専修大学で開催された。

「地域と大学との連携によるまちづくり」に

ついて、国内 6 地域の大学生が取組について

発表した。各大学の発表テーマは次のとおり

である。 

・川崎市新丸子商店街 ～ママとシニアに

やさしいまちづくり～（専修大学渡辺達

朗ゼミ） 

・10 年目を迎えた商店街活性化カフェ

With の挑戦（和歌山大学足立基浩ゼミ） 

・区境を越えたまちづくり ～西小山商店

街～（中央大学細野助博ゼミ） 

・アートラインかしわの取組（東京藝術大

学学生企画） 

・長野県小諸市の江戸建築の活用・改修を

通しての土地の魅力づくり（千葉大学福

川裕一ゼミ） 

・名取・旅おこし講による「閖上の旅おこ

し」の成果と課題（明治大学・尚絅学院

大学） 

第 2 回まちづくりオープン会議は、平成 27

年 2 月頃の開催を予定しており、まち歩きの

ためのマップづくりを題材に、各地の事例報

告や、作成プロセスを通じた地域の資源発掘

やブランド化、まちづくりへの参加促進など、

まち歩きマップの多様な効果と展開方向を議

論する内容としている。 

 

３）街元気サイトを介した情報提供 

街元気サイトは、事業開始から 10 年にわ

たって運営されており*２、地域のまちづくり

関連の機関、行政、商工会議所などの支援機

関の関係者を中心に、約 5,500 人の会員登録

がされている。 

また、紹介するコンテンツは、まちづくり

のさまざまな分野に関わる人の協力を得てい

るため一定の蓄積がある。一方で、専門的な

内容が多いことから、まちづくりに関心を持

ちまちづくり活動に参加したいと考えている

ユーザー向けのコンテンツを充実する必要が

あった。そこで、平成 26 年度は、まちづく

りに限定されることなく、多分野で活躍され

ている人を対象にインタビューすることによ

り、まちに対する多様な関わり方、それぞれ

の立場からのまちづくりへの新たな視点など

を取りまとめて、「マチビト」として紹介して

いる。 

さらに、「街元気」のロゴデザインのコンペ

ティション形式での募集や、地域からのイベ

ント情報を投稿してもらって紹介する「マチ

イベ」など、街元気サイトを介したコミュニ

ティ形成を図っている。 

 
図表３ 街元気サイト 

 
出所）経済産業省「街元気サイト」（平成 26 年 12

月 4 日時点）https://www.machigenki.jp/ 

*2 野村総合研究所は平成 25 年度より運営している。 
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４）タウンプロデューサー会議 

タウンプロデューサー会議は、タウンプロ

デューサーの社会的な地位向上、政府の政策

に対する意見聴取の機会として開催される。 

平成 26 年度は新たな取組として、「まちげ

んきフェス（仮） －地域とタウンプロデュ

ーサーのマッチング・相談会－」を平成 27

年 1 月 31 日に開催する予定である。参加希

望者には、「これからの地域のありたい姿」、

「これまでの活動実績」、「ありたい姿に近づ

くためにいま一歩足りないこと」、「今後、重

視する取組、実現したい活動」、「誰に何を相

談したいのか」などを整理した「珠玉の一枚」

と題した申請書を提出してもらうことにより、

効果的にタウンプロデューサーのアドバイス

を受けられる進め方を検討している。 

 

 

４．まちづくり人材育成事業の効果を高める

ために求められる取組 

 

人材育成事業を実施する中で、関係者など

から、「まちづくり人材を育成しても、育成し

た人材が活躍する環境が用意されているとは

いえないのではないか」という意見もみられ

る。当然ながら、人材育成事業そのものが目

的となることは避けなければいけない。また、

研修の成果として、社会的な経験を持ちなが

ら勉強熱心な研修生が、自分たちの好きなま

ちで活躍できる環境の実現を目指していくこ

とも重要である。 

２章で前述したとおり、まちづくり活動の

担い手として 5 つの階層を挙げているが、こ

れらは人材育成プログラム作成の観点から設

定したもので、実際のまちづくり活動では、

特定の人物が固定的な役割を果たすわけでは

ない。取組の内容によって、関わり方、立場、

役割はさまざまである。また、必ずしもすべ

てのまちづくり人材が、タウンマネージャー

やタウンプロデューサーを目指すわけでもな

い。 

まちづくり活動では、まちで多様な取組が

生まれ、その取組ごとにそれぞれの人材に適

した役割で参加している姿が望ましい。地域

のまちづくり人材が中心となって、さまざま

な参加の機会が持続的に創り出されることが

重要である。 

 

１）新たな担い手による事業の創出 

まちづくりでは、まちづくり人材を育成す

ると同時に、多様な人材がまちづくりに関わ

る場（新規雇用も含む）を持続的に用意して

いくことが求められる。 

鳥取県米子市では、多くの民間事業者を主

体として、エリアごとにまちづくり会社を設

立してにぎわいの拠点を創出し、それらの点

を結んで線・面として展開していく「米子方

式」のまちづくりが進められている*３。新規

事業に関心のある商店経営者（候補）をスカ

ウトして、店舗の誘致を急ぐのではなく、持

続的な運営計画を議論してから事業に着手し

ている点が特徴である。 

 

２）まちづくりの担い手のコニュニティ形成 

中心市街地では商業集積が重要な役割を果

たし、買い物を目的とした来街者があってこ

そ、まちににぎわいがもたらされる。ただ、

近年は郊外の大型店舗やショッピングモール、

ネット通販での買い物など、流通チャネルが

多様化したことにより、中心市街地に出掛け

て買い物する必要性は低下しつつある。今後、

買い物以外の目的を用意し、来街者にまちを

どのように利用してもらうかの検討が求めら

れる。例えば、イベントを企画・実施するこ

とでも一定の効果は得られる。重要なのは、

その効果を一過性にしないことであり、イベ

*3 「米子方式のまちづくり」https://www.machigenki.jp/146/k-1489 
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ントの企画・実施を通じて、まちづくりの担

い手のコミュニティを形成していくことであ

る。 

長崎県佐世保市にある四ヶ町商店街と三ヶ

町商店街では、全長 1km に及ぶ商店街のア

ーケードでイルミネーションイベントや、

5,000 人の参加者を集める大パーティなどの

集客イベントを定期的に開催することで、ま

ちのにぎわいづくりとともに、まちづくりに

関わる人材の確保・育成や地元の関連機関と

の連携強化につなげている*４。 

また、商店街にまちづくりの交流拠点やコ

ミュニティスペースをつくるなどの取組も有

効である。 

宮崎県日南市の油津商店街では油津応援団

の村岡幸司氏、木藤亮太氏により、商店街へ

の拠点づくり、新規事業者誘致の取組が進め

られている。商店街のアーケードの入り口に

コーヒーショップ「ABURATSU COFFEE」

を開店したことで、多様な世代の人が集う場

ができたと言われている*５。 

東京都大田区の大森まちづくりカフェは、

商店街に事務所を設置し、主婦を中心とする

スタッフが運営している。地域情報誌の発行

や商店街の PR 支援、地域マップ作成、アー

トイベント開催など、地域に密着した活動を

展開している*６。 

いずれの活動も規模は異なるが、自分たち

の地域で楽しく過ごしたいという思いを仲間

が協働で実現している事例である。まちづく

り活動では、このような実行力のある主体や

担い手が自立的な取組として事業を起こし、

仲間を増やしながら継続していくことが重要

である。 

３）人材育成事業の効果的な展開に向けて 

人材育成事業では、参加者が研修成果を次

の活動につなげることを目標の一つとしてい

る。 

平成 26 年度に長期実地研修で実施するフ

ォローアップの中では、参加者が研修を一過

性の体験として終わらせることなく、成果を

実際のまちづくりの取組につなげ、継続的に

支援していくためのしくみのあり方を検証す

ることを予定している。 

研修の参加者に新規事業などに対する計画

を作成してもらい、講師からのアドバイスを

受けること、参加者の地元地域を講師が訪問

して地域のまちづくり関係者と協議する場を

設定することなどを検討している。また、参

加者同士のネットワーク形成も重視しており、

街元気サイトや SNS を通じた情報交流促進

も検討している。 

 

 

５．おわりに 

 

これまでの人材育成事業の実施を通して、

知識やスキルの習得機会を提供するだけでは

なく、どのように今後のまちづくり活動につ

ながるきっかけを提供していくかが重要であ

ると実感している。具体的な事業の実施やま

ちづくり活動への参加を通じて、結果的に人

材育成につながるケースも想定される。必要

に応じて、人材育成事業以外の支援事業と連

携しながら、まちづくりのリーダーによる新

たな取組を支援しつつ、まちづくりに関心の

ある人をまちづくり活動に引き込んでいくこ

とで、多様なまちづくり人材の蓄積を図りた

いと考えている。 

*4 「イベントでまちの賑わいを創出」https://www.machigenki.jp/124/k-681 
*5 「まちづくりに新しい風を起こす～日南市油津商店街における取組～」

https://www.machigenki.jp/567/k-1959 
*6 「東京都大田区大森 女性が活躍するまちづくり「NPO 法人大森まちづくりカフェの取組み」

https://www.machigenki.jp/124/k-1919 
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今後、各地で展開される地方創生に向けた

取組において、これらのまちづくり人材が担

い手として活躍することが期待される。民間

企業や行政には、業務や事業を効果的に実施

する方策の一つとして、まちづくりの組織や

人材との連携可能性を検討いただければ幸い

である。 
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